
1 一般会計補正予算（第1号）

【歳　入】

● 地方交付税

（１） 震災復興特別交付税　8,000

● 国庫支出金

（1） 臨時福祉給付金給付事業費補助金  700,000

（2） 臨時福祉給付金給付事務費補助金    91,000

（3） 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金  150,000

（4） 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金    25,000

【歳　出】

● 民生費

（１） 臨時福祉給付金給付事業費

・ 消費税及び地方消費税率の引上げに伴う低所得者に対する臨時的な措置として

臨時福祉給付金（簡素な給付措置）を給付するために必要な経費

臨時福祉給付金  700,000  電話受付窓口運営業務委託料  20,000

データ入力等業務委託料  18,000  事務補助員賃金（社会保険料含む） 2,197

役務費  42,100（口座振替手数料  16,000  通信運搬費  26,000  広告料  100）

職員手当等  5,000  その他の経費（需用費、借上料等）  3,703

（2） 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費

・ 消費税及び地方消費税率の引上げに伴う子育て世帯に対する臨時的な措置と

して子育て世帯臨時特例給付金を給付するために必要な経費

子育て世帯臨時特例給付金  150,000  電話受付窓口運営業務委託料  10,000

データ入力等業務委託料  3,300  職員手当等  1,000 

役務費  8,200（通信運搬費  3,400  口座振替手数料  4,800）   

事務補助員賃金（社会保険料含む） 2,197  その他の経費（消耗品費）  303

● 災害復旧費

（１） 庁舎災害復旧費（工事請負費）

牡鹿総合支所庁舎駐車場擁壁の災害復旧（亀裂）に要する経費
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  今回の補正予算は、消費税及び地方消費税率の引上げに伴う低所得者及び子育て世帯へ
の影響を緩和するための臨時的な給付措置である臨時福祉給付金（簡素な給付措置）及び
子育て世帯臨時特例給付金の支給に要する経費を措置したほか、牡鹿総合支所庁舎駐車場
擁壁の災害復旧に要する経費を措置したもの。
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（単位：千円）

石巻市の平成26年度当初補正予算の概要
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